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学校法人明星学苑 2025 年度 ガバナンス・コード自己点検結果 

 

学校法人明星学苑は、一般社団法人大学監査協会「大学ガバナンスコード（2024 年 7 月 3 日改訂）」

に基づき、2025 年度の実施状況について自己点検を実施いたしました。 

 実施状況は、「実施（A）」「未実施（B）」「該当しない（C）」という形で明示し、「未実施（B）」ま

たは「該当しない（C）」の項目について、その理由を説明しています。 

2025 年度の自己点検結果は、以下のとおりです。 

 

■2025年度実施状況一覧 

※ 実施：A、未実施：B、該当しない：C 

基本原則 原則 実施状況 補充原則 実施状況 

１ 大学設置法人と

して、設置大学の

目的を達成するに

必要な環境の整備 

１－１ 目的等の明確化と公表 A 

１－１① A 

１－１➁ A 

１－１③ A 

１－２ 
学校法人と設置大学の実効的協働

関係の構築 
A １－２① A 

１－３ 

財政政策と大学の目的実現及び学

校法人と設置大学の協働関係構築

の関係 

A 

１－３① A 

１－３➁ C 

２ステークホルダ

ーとの適切な協働 

２－１ 
中長期的な大学価値向上の基礎と

なる経営理念の策定 
A ２－１① A 

２－２ 
ステークホルダーとの関係の恒常

的検討と行動準則の策定・実践 
A ２－２① B 

２－３ 
一般的リスク及び大学特有のリス

クへの対応 
A 

２－３① A 

２－３➁ A 

２－４ 内部通報 A 

２－４① A 

２－４➁ A 

２－４③ A 

２－５ 多様性の確保 A 
２－５① A 

２－５➁ A 

3 適切な情報開示

と透明性の確保 

３－１ 情報開示の意味の検討 A 

３－１① C 

３－１➁ A 

３－１③ A 

３－２ 情報開示の充実 A   

３－３ 監事の活動の支援 A   

４理事会等の責務 ４－１ 理事選任機関の構成と役割・責務 A 

４－１① C 

４－１➁ C 

４－１③ C 

４－１④ B 

４－１⑤ B 

４－１⑥ C 
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※ 実施：A、未実施：B、該当しない：C 

基本原則 原則 実施状況 補充原則 実施状況 

４理事会等の責務 

４－２ 理事会の役割・責務（１） A 

４－２① A 

４－２➁ C 

４－２③ A 

４－２④ A 

４－２⑤ A 

４－３ 理事会の役割・責務（２） A 

４－３① A 

４－３➁ C 

４－３③   A 

４－４ 理事会の役割・責務（３） A 

４－４① A 

４－４➁ A 

４－４③ A 

４－５ 
理事長、代表業務執行理事、業

務執行理事の役割・責務 
A 

４－５① A 

４－５➁ A 

４－５③ A 

４－６ 監事の選任・解任等 A 

４－６① A 

４－６➁ C 

４－６③ A 

４－７ 監事の役割・責務 A 

４－７① A 

４－７➁ A 

４－７③ A 

４－７④ A 

４－７⑤ A 

４－７⑥ B 

４－７⑦ A 

４－７⑧ A 

４－８ 理事の責任 A 

４－８① A 

４－８➁ A 

４－８③ A 

４－９ 外部理事制度の活用検討 A 
４－９① B 

４－９➁ A 

４－１０ 評議員会及び評議員の位置付け A 

４－１０① B 

４－１０➁ A 

４－１０③ B 

４－１０④ A 

４－１０⑤ A 

４－１０⑥ A 

４－１０⑦ A 

４－１０⑧ B 

４－１０⑨ A 

４－１０⑩ A 

４－１０⑪ A 

４－１０⑫ A 

４－１０⑬ A 

４－１１ 会計監査人の役割・責務等 A 
４－１１① A 

４－１１➁ A 

４－１２ 任意の仕組みの活用 A   
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※ 実施：A、未実施：B、該当しない：C 

基本原則 原則 実施状況 補充原則 実施状況 

４理事会等の責務 

４－１３ 

理事会の実効性確保のための前

提条件 

  

B 

４－１３① B 

４－１３➁ A 

４－１３③ A 

４－１３④ A 

４－１４ 
理事会・評議員会における審議

の活性化 
A 

４－１４① A 

４－１４➁ A 

４－１４③ A 

４－１５ 情報入手と支援体制 A 

４－１５① A 

４－１５➁ A 

４－１５③ A 

４－１５④ A 

４－１６ 
理事・監事・評議員のトレーニ

ング等 
B 

４－１６① A 

４－１６➁ B 

5 学長等の責務 

５－１ 学長の責務（１） A 

５－１① C 

５－１➁ A 

５－１③ C 

５－２ 学長の責務（２） A 
５－２① C 

５－２➁ A 

５－３ 学長の責務（３） A   

５－４ 学長の責務（４） A 
５－４① A 

５－４➁ A 

５－５ 学長の責務（５） A   

５－６ 学長、副学長及び学部長の責務 A ５－６① A 

５－７ 管理職事務職員の責務 A   

 

 

■2025年度実施状況に係る説明 

 

基本原則１：大学設置法人として、設置大学の目的を達成するに必要な環境の整備 

【原則１－３ 財政政策と大学の目的実現及び学校法人と設置大学の協働関係構築の関係】 

補充原則１－３➁ 

実施状況 該当しない 

説明 私立学校法第 19 条に規定される収益事業はない。 

 

基本原則２：ステークホルダーとの適切な協働 

【原則２－１ 中長期的な大学価値向上の基礎となる経営理念の策定】 

補充原則２－２① 

実施状況 未実施 

説明 一般的な行動基準は定めており、当面その浸透を図ることに注力する。 
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基本原則３：適切な情報開示と透明性の確保 

【原則３－１ 情報開示の意味の検討】 

補充原則３－１① 

実施状況 該当しない 

説明 「学校法人明星学苑寄附行為」により、情報の公開について規定し、法令に基づき資

料を学苑公式ウェブサイトにて社会全体に公表している。 

 

基本原則４：理事会等の責務 

【原則４－１ 理事選任機関の構成と役割・責務】 

補充原則 4－１① 

実施状況 該当しない 

説明 理事に求める追加的要件や資質を定めていないため、該当しない。 

 

補充原則 4－１➁ 

実施状況 該当しない 

説明 理事選任機関が評議員会であることは公開している寄附行為で明らかであるため、該

当しない。 

 

補充原則４－１③ 

実施状況 該当しない 

説明 理事選任機関が常設の評議員会であるため、該当しない。 

 

補充原則４－１④ 

実施状況 未実施 

説明 現時点で理事候補者と理事選任機関との面談、第三者への意見照会等、どのような措

置を行うかについて定めない。 

 

補充原則４－１⑤ 

実施状況 未実施 

説明 現時点で外部理事（私立学校法３１条４項２号に定める理事）に求める資質や要件は

定めない。 

 

補充原則４－１⑥ 

実施状況 該当しない 

説明 理事選任機関による理事解任について、解任の事案の発生がないため該当しない。 

 

【原則４－２ 理事会の役割・責務（１）】 

補充原則 4－２➁ 

実施状況 該当しない 

説明 現時点で代表業務執行理事は置いておらず、理事長以外が学校法人としての対外的な

代表はできないことは明らかであり、また内部的な手続きにかかわる権限について取

引先等に対して開示する必要はないため、該当しない。 
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【原則４－３ 理事会の役割・責務（２）】 

補充原則 4－３➁ 

実施状況 該当しない 

説明 リスクテイクを伴う事業であっても、研究力、教育力等の低下を手段とするものの提

案はしない。 

 

【原則４－６ 監事の選任・解任等】 

補充原則 4－６➁ 

実施状況 該当しない 

説明 当該学校法人の監事に求める追加的要件や資質は定めていない。 

 

【原則４－７ 監事の役割・責務】 

補充原則４－７⑥ 

実施状況 未実施 

説明 監査の方針は監事監査規程に定めているが、その手法は明らかにしていない。 

 

【原則４－９ 外部理事制度の活用検討】 

補充原則 4－９① 

実施状況 未実施 

説明 現時点で外部理事と監事、会計監査人は意見交換の機会をもっていないが、必要な状

況になった場合に対応を行う。 

 

【原則４－１０ 評議員会及び評議員の位置付け】 

補充原則 4－１０① 

実施状況 未実施 

説明 評議員に求められる法律上の資質をどのように担保するかについて、現時点で対外的

な公表は行っておらず、その公表の在り方を含め検討する。 

 

補充原則４－１０③ 

実施状況 未実施 

説明 評議員に求められる資質等をどのように担保して評議員を選任したかは、私立学校法

及び諸規程に準拠しているが、その公表のあり方を含め検討する。 

 

補充原則４－１０⑧ 

実施状況 未実施 

説明 評議員に対する研修のあり方については、今後検討を行うこととする。 

 

【原則４－１３ 理事会の実効性確保のための前提条件】 

実施状況 未実施 

説明 現状で求められている理事会の役割を果たすことを最優先にし、人材確保の方針につ

いては、今後検討を行う。 
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補充原則 4－１３① 

実施状況 未実施 

説明 原則４－１３の理由により、外部理事の果たすべき役割と比率に関する方針は策定し

ていない。 

 

【原則４－１６ 理事・監事・評議員のトレーニング等】 

実施状況 未実施 

説明 トレーニングの機会の提供等は行われているが、理事会が今後それを確認するかは検

討する。 

 

補充原則 4－１６➁ 

実施状況 未実施 

説明 トレーニングの方針については今後検討する。 

 

基本原則５：学長等の責務 

【原則５－１ 学長の責務（１）】 

補充原則５－１① 

実施状況 該当しない 

説明 「総長」「学園長」等の学長以外の役職は置いていない。 

 

補充原則５－１③ 

実施状況 該当しない 

説明 学長その他の公務をつかさどる者が学校法人の代表業務執行理事又は業務執行理事と

なっていないため。 

 

【原則５－２ 学長の責務（２）】 

補充原則５－２① 

実施状況 該当しない 

説明 「総長」「学園長」等の学長以外の役職は置いていない。 

 

以 上 




